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令和５年５月 26日 

地方創生特別委員会 

産業部企業立地推進課 

企業誘致等に関する事項 

１ 阿蔵山産業用地について

（１）目的 

   北遠地域の玄関口に位置する阿蔵山産業用地について基本コンセプト及び誘致戦略を作成し、

戦略的な活用を図る。

（２）スケジュール 

   令和５（2023）年度 基本コンセプト及び誘致戦略の作成、測量の実施 

   令和６（2024）年度 都市計画決定（住居系用途を工業系用途に変更） 

令和７（2025）年度 造成工事着手 

   令和 10（2028）年度 分譲開始 

（３）現況図 
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２ 地域未来投資促進法に基づく「浜松市基本計画」について 

（１）要旨 

・地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的効果を最大化しようとする

地方公共団体の取組を支援するもの。静岡県及び浜松市は、国の基本方針に基づき、支援する成

長分野や経済効果目標を定めた基本計画を策定する。

・市内事業者は上記の基本計画に基づき、「地域経済牽引事業計画」を策定する。これを市が承認し、

事業者が実施することで、各種支援策の活用が可能となる。

・現行の基本計画は令和５年度が終期となるため、令和５年度中に次期計画を策定する。

（２）事業者に対する主な支援措置 

項目 内容 

税制 ・建物・機械等の設備投資に対し法人税等の特別償却（最大 50％）又は税額控除 

（最大 5％） 

金融 ・日本政策金融公庫から固定金利での貸付け 

・通常の保証限度額とは別枠で、信用保証協会による保証 

規制 ・工場立地法における環境施設面積率・緑地面積率の緩和 

・農地転用許可や市街化調整区域の開発許可等の手続きに関する配慮 

その他 ・国の競争的資金（ものづくり補助、新連携補助、IT導入補助等）の獲得における

優遇（審査時の加点措置・優遇措置） 

（３）現行の浜松市基本計画（概要）

促進区域 浜松市（行政区域全域） 

事業分野

(５分野)

①輸送用機器関連技術を活用した成長ものづくり分野 

②光・電子、IT（デジタルネットワーク・コンテンツ）技術を活用した成長 

ものづくり分野 

③世界基準で管理する持続可能な森林等の自然環境を活用した農林水産分野 

④遠州灘、浜名湖、天竜川、南アルプス、徳川家康公や井伊直虎･直政等で 

知られる「出世の街 浜松」等の観光資源を活用した観光分野 

⑤市内の太陽光発電等のエネルギー関連産業の集積を活用した環境･エネルギー 

分野 

目標 １件あたり 4.3 億円の付加価値を創出する地域経済牽引事業を 20 件創出し、 

これらの事業が促進区域で 1.3 倍の波及効果を与え、促進区域で 111.8 億円の 

付加価値を創出することを目指す。 

計画期間 平成 29 年９月 29 日～令和６年３月末 

（４）地域経済牽引事業計画の承認実績（令和４年度末現在）

承認件数 
（件数） 

付加価値創出 
計画額（千円） 

参考：設備投資 
計画額（千円） 

基本計画の目標値 20 11,180,000 ―

承認実績 22 9,167,092 32,799,040

（
内
訳
）

①成長ものづくり分野 
（輸送用機器関連技術） 

7 1,938,540 5,864,820

②成長ものづくり分野 
（光・電子、IT 技術を活用） 

9 6,013,980 14,244,790

③農林水産分野 3 331,558 8,994,584

④観光分野 2 347,290 2,994,846

⑤環境・エネルギー分野 1 535,724 700,000


